
JP 2008-136139 A 2008.6.12

10

(57)【要約】
【課題】インターホン親機の間でネットワーク回線を介
して通話が行えるインターホンシステムを提供する。
【解決手段】内線通話装置はドアホン子器２と、親機３
及びネットアダプタ４からなるインターホン親機を有し
、ネットワーク回線ＮＴを介してサーバ装置５に接続さ
れる。親機３のＣＰＵ３０は、ドアホン子器２または親
機３の何れかで所定の操作が行われると、自己のアドレ
スと送話相手のアドレスと所定の操作に対応したコマン
ド信号とを含む伝送信号をネットアダプタ４から送信さ
せ、ネットアダプタ４がサーバ装置５からの伝送信号を
受信すると、伝送信号に含まれるコマンド信号に対応し
て送信元の親機３との間に通話回線を形成するための動
作を行う。またサーバ装置５の制御部５１は、何れかの
親機３から伝送信号を受信すると、伝送信号に含まれる
送話相手のアドレスに対応した親機３へ伝送信号に含ま
れる送信元のアドレスとコマンド信号とを送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玄関先に設置されるドアホン子器、および、屋内に設置されるインターホン親機が通信
回線を介して接続され、ドアホン子器とインターホン親機との間で内線通話を行う複数の
内線通話装置と、
　複数のインターホン親機がネットワーク回線を介してそれぞれ接続されるサーバ装置と
を備え、
　各インターホン親機に、ネットワーク回線を介してサーバ装置との間で通信を行うネッ
トワーク通信手段と、ドアホン子器または当該インターホン親機のうち少なくとも何れか
一方で所定の操作が行われると、前記操作に対応したコマンド信号を含む伝送信号をネッ
トワーク通信手段から送信させるとともに、ネットワーク通信手段がサーバ装置から送信
された伝送信号を受信すると、伝送信号に含まれるコマンド信号に対応して送信元のイン
ターホン親機との間に通話回線を形成するための動作を行う制御手段とを設け、
　サーバ装置に、何れかのインターホン親機から送信された伝送信号を受信すると、受信
した伝送信号に含まれるコマンド信号を対応するインターホン親機へ送信する通信制御手
段を設けたことを特徴とするインターホンシステム。
【請求項２】
　前記各インターホン親機に、前記制御手段の動作モードとして、前記ドアホン子器から
の呼出に応答する通常モード、又は、ドアホン子器からの呼出を他の前記内線通話装置に
転送する留守モードの何れかを選択するモード選択手段を設け、留守モードにおいて前記
所定の操作としてドアホン子器による呼出操作が行われると、前記制御手段は、転送先の
インターホン親機から呼出音を鳴動させるためのコマンド信号を含む伝送信号を前記ネッ
トワーク通信手段から送信させ、前記サーバ装置から呼出音を鳴動させるコマンド信号を
含む伝送信号を受信した転送先の内線通話装置では、インターホン親機の制御手段が、呼
出音を鳴動させるとともに、呼出に対する応答操作が行われると、サーバ装置および転送
元のインターホン親機を介して呼出元のドアホン子器との間で通話回線を形成することを
特徴とする請求項１記載のインターホンシステム。
【請求項３】
　前記所定の操作として、前記インターホン親機から他の前記内線通話装置のインターホ
ン親機を呼び出す親機呼出操作を含み、インターホン親機の前記制御手段は、親機呼出操
作が行われると呼出先のインターホン親機から呼出音を鳴動させるためのコマンド信号を
含む伝送信号をネットワーク通信手段から送信させ、前記サーバ装置から呼出音を鳴動さ
せるコマンド信号を含む伝送信号を受信した内線通話装置では、インターホン親機の制御
手段が、呼出音を鳴動させるとともに、呼出に対する応答操作が行われると、サーバ装置
を介して呼出元のインターホン親機との間で通話回線を形成することを特徴とする請求項
１記載のインターホンシステム。
【請求項４】
　複数の前記インターホン親機には個別のアドレスが割り当てられており、各インターホ
ン親機に、通信相手のインターホン親機に割り当てられたアドレスを記憶する記憶手段を
設け、ドアホン子器または当該インターホン親機のうち少なくとも何れか一方で前記所定
の操作が行われると、インターホン親機の制御手段が、自己のアドレスと記憶手段に記憶
されたアドレスと前記操作に対応したコマンド信号とを含む伝送信号をネットワーク通信
手段から送信させるとともに、ネットワーク通信手段がサーバ装置から送信された伝送信
号を受信すると、伝送信号に含まれるコマンド信号に対応して送信元のインターホン親機
との間に通話回線を形成するための動作を行い、且つ、サーバ装置の通信制御手段は、何
れかのインターホン親機から伝送信号を受信すると、伝送信号に含まれる通信相手のアド
レスに対応したインターホン親機へ前記伝送信号に含まれる送信元のアドレスとコマンド
信号とを送信することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のインターホンシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターホンシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、親世帯と子世帯が隣り合って居住できる２世帯住宅が増加している。このような
２世帯住宅では、各々の世帯にドアホン子器およびインターホン親機からなるインターホ
ンシステムが設置されているのであるが、インターホンシステムを利用して世帯間で通話
したいという要望があり、従来は各世帯のインターホン親機を専用通信線を介して接続す
ることで、各世帯のインターホン親機間で通話を行えるようにしていた（例えば特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開平１１－６８９８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のインターホンシステムでは、２世帯住宅の各世帯に設置されたインターホン親機
の間を専用通信線を介して接続しているが、近隣（別々の敷地）に居住する２世帯の場合
は専用通信線の敷設を行えないため、このような世帯間ではインターホンシステムを利用
して通話を行うことができないという問題があった。
【０００４】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、離れた場
所で居住する世帯に設置された内線通話装置のインターホン親機の間でネットワーク回線
を介して通話が行えるようにしたインターホンシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、玄関先に設置されるドアホン子器、お
よび、屋内に設置されるインターホン親機が通信回線を介して接続され、ドアホン子器と
インターホン親機との間で内線通話を行う複数の内線通話装置と、複数のインターホン親
機がネットワーク回線を介してそれぞれ接続されるサーバ装置とを備え、各インターホン
親機に、ネットワーク回線を介してサーバ装置との間で通信を行うネットワーク通信手段
と、ドアホン子器または当該インターホン親機のうち少なくとも何れか一方で所定の操作
が行われると、操作に対応したコマンド信号を含む伝送信号をネットワーク通信手段から
送信させるとともに、ネットワーク通信手段がサーバ装置から送信された伝送信号を受信
すると、伝送信号に含まれるコマンド信号に対応して送信元のインターホン親機との間に
通話回線を形成するための動作を行う制御手段とを設け、サーバ装置に、何れかのインタ
ーホン親機から送信された伝送信号を受信すると、受信した伝送信号に含まれるコマンド
信号を対応するインターホン親機へ送信する通信制御手段を設けたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、各インターホン親機に、制御手段の動作
モードとして、ドアホン子器からの呼出に応答する通常モード、又は、ドアホン子器から
の呼出を他の内線通話装置に転送する留守モードの何れかを選択するモード選択手段を設
け、留守モードにおいて所定の操作としてドアホン子器による呼出操作が行われると、制
御手段は、転送先のインターホン親機から呼出音を鳴動させるためのコマンド信号を含む
伝送信号をネットワーク通信手段から送信させ、サーバ装置から呼出音を鳴動させるコマ
ンド信号を含む伝送信号を受信した転送先の内線通話装置では、インターホン親機の制御
手段が、呼出音を鳴動させるとともに、呼出に対する応答操作が行われると、サーバ装置
および転送元のインターホン親機を介して呼出元のドアホン子器との間で通話回線を形成
することを特徴とする。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１の発明において、所定の操作として、インターホン親機か
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ら他の内線通話装置のインターホン親機を呼び出す親機呼出操作を含み、インターホン親
機の制御手段は、親機呼出操作が行われると呼出先のインターホン親機から呼出音を鳴動
させるためのコマンド信号を含む伝送信号をネットワーク通信手段から送信させ、サーバ
装置から呼出音を鳴動させるコマンド信号を含む伝送信号を受信した内線通話装置では、
インターホン親機の制御手段が、呼出音を鳴動させるとともに、呼出に対する応答操作が
行われると、サーバ装置を介して呼出元のインターホン親機との間で通話回線を形成する
ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れか１項の発明において、複数のインターホン
親機には個別のアドレスが割り当てられており、各インターホン親機に、通信相手のイン
ターホン親機に割り当てられたアドレスを記憶する記憶手段を設け、ドアホン子器または
当該インターホン親機のうち少なくとも何れか一方で所定の操作が行われると、インター
ホン親機の制御手段が、自己のアドレスと記憶手段に記憶されたアドレスと操作に対応し
たコマンド信号とを含む伝送信号をネットワーク通信手段から送信させるとともに、ネッ
トワーク通信手段がサーバ装置から送信された伝送信号を受信すると、伝送信号に含まれ
るコマンド信号に対応して送信元のインターホン親機との間に通話回線を形成するための
動作を行い、且つ、サーバ装置の通信制御手段は、何れかのインターホン親機から伝送信
号を受信すると、伝送信号に含まれる通信相手のアドレスに対応したインターホン親機へ
伝送信号に含まれる送信元のアドレスとコマンド信号とを送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、ネットワーク回線を介してサーバ装置に接続された内線通話
装置のドアホン子器またはインターホン親機の少なくとも何れか一方で所定の操作が行わ
れると、インターホン親機の制御手段が、操作に対応したコマンド信号を含む伝送信号を
ネットワーク通信手段から送信させており、この伝送信号を受信したサーバ装置が、伝送
信号に含まれるコマンド信号を対応するインターホン親機へ送信し、対応するインターホ
ン親機の制御手段が、受信した伝送信号に含まれるコマンド信号に対応して送信元のイン
ターホン親機との間に通話回線を形成するための動作を行うので、別々の場所に設置され
た内線通話装置の間に専用通信線を敷設しなくても、内線通話装置の間で通話回線を形成
して通話を行うことができるという効果がある。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、モード選択手段を用いて動作モードが留守モードに切り換え
られた制御手段では、ドアホン子器からの呼出信号が入力されると、呼出音を鳴動させる
コマンド信号を含む伝送信号をネットワーク通信手段から送信させ、この伝送信号を受信
したサーバ装置が、伝送信号に含まれるコマンド信号を対応するインターホン親機へ送信
し、対応するインターホン親機では制御手段が、呼出音を鳴動させるとともに、呼出に対
する応答操作が行われると、サーバ装置および転送元のインターホン親機を介して呼出元
のドアホン子器との間で通話回線を形成しているので、何れかの内線通話装置が設置され
た住戸が留守の際に、予め登録された他の住戸の内線通話装置で代わりに来客対応が行え
るという効果がある。
【００１１】
　請求項３の発明によれば、何れかのインターホン親機の制御手段が、親機呼出操作に対
応するコマンド信号を含む伝送信号をネットワーク通信手段から送信させ、この伝送信号
を受信したサーバ装置が、伝送信号に含まれるコマンド信号を対応するインターホン親機
へ送信すると、呼出先のインターホン親機では制御手段が呼出音を鳴動させ、その後呼出
に対する応答操作が行われるとサーバ装置を介して呼出元のインターホン親機との間で通
話回線を形成するので、別々の住戸の間で電話を利用しなくても、内線通話装置のインタ
ーホン親機を用いて通話を行うことができ、利便性が向上するとともに通信費用を削減で
きるという効果がある。
【００１２】
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　請求項４の発明によれば、各インターホン親機に、対応するインターホン親機に割り当
てられたアドレスを記憶する記憶手段を設けているので、記憶手段に記憶されたアドレス
に対応するインターホン親機との間で通話回線を形成して、通話を行うことができる。ま
た各インターホン親機において記憶手段の記憶内容を変更することで、通話相手のインタ
ーホン親機を容易に変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施の形態を図１～図４に基づいて説明する。
【００１４】
　図２は本実施形態のインターホンシステムの概略構成図であり、住戸Ａ，Ｂにそれぞれ
設置される内線通話装置１ａ，１ｂと、内線通話装置１ａ，１ｂのネットアダプタ４，４
がネットワーク回線ＮＴを介してそれぞれ接続されるサーバ装置５とを主要な構成として
備える。尚、本実施形態では２つの住戸Ａ，Ｂに内線通話装置１ａ，１ｂがそれぞれ設置
されている場合を例に説明を行うが、内線通話装置１ａ…の個数を２つに限定する趣旨の
ものではなく、内線通話装置１ａ…が３つ以上の場合でも良いことは言うまでもない。
【００１５】
　各々の内線通話装置１ａ，１ｂは、各住戸Ａ，Ｂの玄関先に設置されるドアホン子器２
と、ドアホン子器２が通信回線Ｌ１を介して接続され屋内に設置される親機３と、ネット
ワーク回線ＮＴを介して通信を行う機能を備えたネットアダプタ４（ネットワーク通信手
段）とを備え、親機３とネットアダプタ４とで本発明のインターネット親機が構成される
。なお、個々の内線通話装置１ａ，１ｂは同様の構成を有しているので、内線通話装置１
ａを例に図１及び図２を参照して以下に説明する。
【００１６】
　ドアホン子器２は、来訪者が呼出操作を行うために押操作する呼出釦２１と、スピーカ
およびマイクからなる送受話部２２と、来訪者の映像を撮影するカメラ２３とを少なくと
も備えている。ドアホン子器２は通信回線Ｌ１を介して親機３に接続されており、親機３
との間で内線通話が行えるようになっている。またドアホン子器２では、音声信号（ベー
スバンド信号）に周波数変調されたカメラ２３の映像信号を多重化し、通信回線Ｌ１を介
して親機３へ送信するようになっている。
【００１７】
　親機３は、図１（ａ）に示すように、マイクロコンピュータを主要構成要素として親機
３の全体の信号処理・制御を担うＣＰＵ３０（制御手段）と、通信回線Ｌ１を通じてドア
ホン子器２から送られてくる呼出信号を検出してその検出信号をＣＰＵ３０に出力するド
アホン子器呼出検出回路３１と、ドアホン子器２のカメラ２３で撮像された映像をモニタ
するための映像表示用モニタ３２と、ドアホン子器２から周波数多重化によって送られて
くる映像信号をアナログの映像信号に復調してモニタ３２に出力するとともに、アナログ
の音声信号および映像信号をデジタル信号に変換してネットアダプタ４に出力する映像変
復調回路３３と、ドアホン子器２との通話や他の親機３との通話が可能なようにハンズフ
リーの通話制御を行う音声処理回路３４と、送受話部を構成するマイクＭＣおよびスピー
カＳＰと、自己に割り当てられたアドレスや送話相手の親機３のアドレスを記憶する内線
アドレス記憶部（記憶手段）３５と、ネットアダプタ４との間で音声信号に多重化したコ
マンド信号を授受する制御Ｉ／Ｆコマンド送受信回路３６とを備えている。尚、内線アド
レス記憶部３５の記憶内容は、適宜の設定手段（図示せず）を用いて変更することができ
、後述の留守モードにおける転送先の親機３のアドレスや、親機呼出時における呼出先の
親機３のアドレスを容易に書き換えることができる。
【００１８】
　またネットアダプタ４は、図１（ｂ）に示すように、マイクロコンピュータを主要構成
要素としてネットアダプタ４の全体の信号処理・制御を担うＣＰＵ４０と、ネットワーク
回線ＮＴを介してサーバ装置５との間でネットワーク通信を行うネットワークＩ／Ｆ回路
４１と、親機３との間で音声信号に多重化されたコマンド信号を授受する制御Ｉ／Ｆコマ
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ンド送受信回路４２と、親機３から受信した音声信号および映像信号をプロトコル変換し
てネットワークＩ／Ｆ回路４１に出力するとともに、ネットワークＩ／Ｆ回路４１から入
力された音声信号および映像信号のプロトコル変換を行って親機３に出力する通話／映像
信号処理回路４３とを備えている。
【００１９】
　一方、サーバ装置５は、各内線通話装置１ａ，１ｂのネットアダプタ４の間の通信を制
御する制御部５１（通信制御手段）と、個々の内線通話装置１ａ，１ｂに割り当てたアド
レスを記憶するメモリ５２とを備えている。なお、下記の表１はメモリ５２内に格納され
ている情報を示しており、個々の内線通話装置１ａ…に割り当てたアドレス（住戸アドレ
ス）ＡＤ（＝１，２…）と、ネットワーク通信に用いる各内線通話装置１ａ…のＩＰアド
レスとが対応付けてメモリ５２内に登録されている。
【００２０】
【表１】

【００２１】
　次に本システムの動作について図３及び図４のフロー図を参照して説明する。先ず、住
戸Ａ，Ｂに設置された内線通話装置１ａ，１ｂの間で内線通話を行う場合の動作を図３に
基づいて説明する。
【００２２】
　住戸Ａに設置された親機３の内線呼出釦３８ｂ（図２参照）を住戸人が押操作すると（
Ｓ１）、制御手段たるＣＰＵ３０が、この操作（親機呼出操作）に応じて内線呼出釦３８
ｂから入力される内線通話要求信号に基づいて、自己のアドレスと内線アドレス記憶部３
５に記憶された送話相手（内線呼出先）のアドレス（この場合は住戸Ｂに設置された親機
３のアドレス）と内線通話要求に対応するコマンド信号とを含む制御信号を制御Ｉ／Ｆコ
マンド送受信回路３６からネットアダプタ４に出力させる。この時、ネットアダプタ４で
は、制御Ｉ／Ｆコマンド送受信回路３６が親機３から入力された制御信号に基づいて、ネ
ットワークＩ／Ｆ回路４１を制御し、呼出元の親機３のアドレスと送話相手の親機３のア
ドレスと内線通話要求に対応するコマンド信号とを含む伝送信号をネットワーク回線ＮＴ
を通じてサーバ装置５に出力させる（Ｓ２）。この伝送信号をサーバ装置５が受信すると
、サーバ装置５は、伝送信号に含まれる送話相手のアドレスをもとに、送話相手の内線通
話装置１ｂに対して呼出元の親機３のアドレスと内線通話要求に対応するコマンド信号を
含む伝送信号を送信する（Ｓ３）。
【００２３】
　そして、送話相手の内線通話装置１ｂにおいてネットアダプタ４がサーバ装置５から送
信された伝送信号を受信すると、この伝送信号が親機３に送られ、親機３のＣＰＵ３０が
、内線通話要求に対応するコマンド信号に基づいてスピーカＳＰから内線呼出音を鳴動さ
せる（Ｓ４）。ここで、内線呼出音はドアホン子器２からの呼出音と異なる音とするのが
好ましく、ドアホン子器２による呼出か、他の内線通話装置からの呼出かを音の違いで判
別することができる。
【００２４】
　内線通話装置１ｂの親機３では、内線呼出音を鳴動させた後、ＣＰＵ３０が通話釦３８
ａ（図２参照）の操作があるか否かを監視しており（Ｓ５）、住戸Ｂの住戸人が内線呼出
に応答するために通話釦３８ａを押操作すると、ＣＰＵ３０が、応答有りを示す信号をネ
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ットアダプタ４を通じてサーバ装置５に送出させる（Ｓ７）。この伝送信号をサーバ装置
５が受信すると、サーバ装置５は、呼出元の内線通話装置１ａの親機３にネットアダプタ
４を介して、当該親機３からの音声信号を内線通話装置１ｂの親機３へ送信させるととも
に、内線通話装置１ｂの親機３からの音声信号を受信させるためのコマンド信号を送信さ
せる。またサーバ装置５は、内線通話装置１ｂの親機３にネットアダプタ４を介して、内
線通話装置１ａからの音声信号を受信させるとともに、当該親機３から音声信号を内線通
話装置１ａの親機３へ送信させるためのコマンド信号を送信させる。この時、内線通話装
置１ａの親機３と内線通話装置１ｂの親機３との間でネットアダプタ４を介して通話回線
が形成され、住戸Ａの親機３と住戸Ｂの親機３との間でサーバ装置５を経由した内線通話
が開始される（Ｓ８）。その後、呼出先の内線通話装置１ｂの親機３で、内線通話の開始
から所定の通話時間が経過するか、或いは、通話終了の操作が行われるかを判断し（Ｓ９
）、通話終了と判断すると、ネットアダプタ４を通じてサーバ装置５に通話終了を示す信
号を送出し、内線通話装置１ａの親機３との間の通話回線を閉じて、内線通話を終了させ
る。
【００２５】
　また内線通話装置１ｂの親機３では、Ｓ５の判定の結果、住戸人による応答操作（つま
り通話釦３８ａの操作）が無ければ、ＣＰＵ３０は、内線呼出音を出力してから所定の呼
出待時間が経過したか否かを判断し（Ｓ６）、呼出待時間が経過していれば（すなわち呼
出音を出力してから呼出待時間が経過するまでの間に通話釦３８ａが操作されなければ）
、処理を終了し、呼出元の内線通話装置１ａとの間で内線通話を行わない。
【００２６】
　次に、ドアホン子器２からの呼出を他の内線通話装置の親機に転送する来客呼出転送動
作について、図４のフロー図を参照して説明する。各々の親機３にはモード選択ＳＷ３７
（モード選択手段）が設けられており（図１（ａ）及び図２参照）、モード選択ＳＷ３７
の切替操作に応じて、ＣＰＵ３０の動作モードが、ドアホン子器２からの呼出に応答する
通常モード、又は、ドアホン子器２からの呼出を他の内線通話装置に転送する留守モード
の何れかに切り換えられるようになっている。
【００２７】
　ここで、住戸Ａに設置されたドアホン子器２の呼出釦２１を来訪者が押操作すると（Ｓ
１１）、親機３のドアホン子器呼出検出回路３１がドアホン子器２の呼出操作を検出し、
呼出信号をＣＰＵ３０に出力する。親機３のＣＰＵ３０では、在／不在の設定、つまりモ
ード選択ＳＷ３７の設定を確認し（Ｓ１２）、不在（留守モード）であれば、自己のアド
レスと内線アドレス記憶部３５に記憶された送話相手（転送先）のアドレス（この場合は
住戸Ｂに設置された親機３のアドレス）と来客呼出転送に対応するコマンド信号とを含む
制御信号を制御Ｉ／Ｆコマンド送受信回路３６からネットアダプタ４に出力させる。この
時、ネットアダプタ４では、制御Ｉ／Ｆコマンド送受信回路３６が親機３から入力された
制御信号に基づいて、ネットワークＩ／Ｆ回路４１を制御し、転送元の親機３のアドレス
と転送先の親機３のアドレスと来客呼出転送に対応するコマンド信号とを含む伝送信号を
ネットワーク回線ＮＴを通じてサーバ装置５に出力させる（Ｓ１３）。この伝送信号をサ
ーバ装置５が受信すると、サーバ装置５は、伝送信号に含まれる転送先のアドレスをもと
に、転送先の内線通話装置１ｂに対して転送元の親機３のアドレスと来客呼出転送に対応
するコマンド信号を含む伝送信号を送信する（Ｓ１４）。
【００２８】
　そして、転送先の内線通話装置１ｂにおいてネットアダプタ４がサーバ装置５から送信
された伝送信号を受信すると、この伝送信号が親機３に送られ、親機３のＣＰＵ３０が、
来客呼出転送に対応するコマンド信号に基づいてスピーカＳＰから呼出音を鳴動させる（
Ｓ１５）。ここで、他の内線通話装置１ａ（又は１ｂ）からドアホン子器２の呼出が転送
されてきた場合の呼出音は、親機３に直接接続されたドアホン子器２からの呼出音と異な
る音とするのが好ましく、同じ住戸のドアホン子器２からの呼出か、他の住戸のドアホン
子器２からの呼出かを音の違いで容易に判別することができる。
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【００２９】
　内線通話装置１ｂの親機３では、呼出音を鳴動させた後、ＣＰＵ３０が通話釦３８ａの
操作があるか否かを監視しており（Ｓ１６）、住戸Ｂの住戸人がドアホン呼出に応答する
ために通話釦３８ａを押操作すると、ＣＰＵ３０が、自己のアドレスと転送元のアドレス
と応答有りを示す信号とを含む伝送信号をネットアダプタ４を通じてサーバ装置５に送出
させる（Ｓ１７）。この伝送信号をサーバ装置５が受信すると、サーバ装置５は、内線通
話装置１ａの親機３にネットアダプタ４を介して、ドアホン子器２との間の通話回線を形
成させる信号を出力し、親機３とドアホン子器２の間の通話回線を開かせる。その後サー
バ装置５は、内線通話装置１ａの親機３にネットアダプタ４を介して、ドアホン子器２か
らの音声信号および映像信号を内線通話装置１ｂの親機３へ送信させるとともに、内線通
話装置１ｂの親機３からの音声信号を受信させるためのコマンド信号を送信させる。また
サーバ装置５は、内線通話装置１ｂの親機３にネットアダプタ４を介して、内線通話装置
１ａからの音声信号および映像信号を受信させるとともに、当該親機３から音声信号を内
線通話装置１ａのドアホン子器２へ送信させるためのコマンド信号を送信させる。この時
、内線通話装置１ａのドアホン子器２と内線通話装置１ｂの親機３との間でネットアダプ
タ４およびサーバ装置５を経由して音声信号および映像信号が送受信され（Ｓ１８）、内
線通話装置１ｂの親機３側で内線通話装置１ａのドアホン子器２を操作した来訪者に対応
することができる（Ｓ１９）。その後、転送先の内線通話装置１ｂの親機３で、応対開始
から所定の通話時間が経過するか、或いは、通話終了の操作が行われるかを判断し（Ｓ２
０）、通話終了と判断すると、ネットアダプタ４を通じてサーバ装置５に通話終了を示す
信号を送出し、内線通話装置１ａのドアホン子器２との間の通話回線を閉じて、ドアホン
子器２との通話を終了させる。
【００３０】
　また内線通話装置１ｂの親機３では、Ｓ１６の判定の結果、住戸人による応答操作（つ
まり通話釦３８ａの操作）が無ければ、ＣＰＵ３０は、呼出音を出力してから所定の呼出
待時間が経過したか否かを判断し（Ｓ２１）、呼出待時間が経過していれば（すなわち呼
出音を出力してから呼出待時間が経過するまでの間に通話釦３８ａが操作されなければ）
、処理を終了し、転送元の内線通話装置１ａのドアホン子器２との間で内線通話を行わな
い。
【００３１】
　また、内線通話装置１ａの親機３のＣＰＵ３０では、Ｓ１２で在／不在の設定（モード
選択ＳＷ３７の設定）を確認した結果、在（通常モード）であれば、住戸Ａ側でスピーカ
ＳＰから呼出音を鳴動させた後、通話釦３８ａの操作があるか否かを監視しており（Ｓ２
３）、住戸Ａの住戸人がドアホン呼出に応答するために通話釦３８ａを押操作すると、Ｃ
ＰＵ３０が、ドアホン子器２との間の通話回線を開いて、ドアホン子器２と親機３との間
で内線通話を行わせるとともに（Ｓ２４）、通話開始から所定の通話時間が経過するか、
或いは、通話終了の操作が行われるかを判断し（Ｓ２５）、通話終了と判断すると、ドア
ホン子器２との間の回線を閉じて、内線通話を終了する。なお、Ｓ２３の判定の結果、住
戸人による応答操作（つまり通話釦３８ａの操作）が無ければ、ＣＰＵ３０は、呼出音を
出力してから所定の呼出待時間が経過したか否かを判断し（Ｓ２６）、呼出待時間が経過
していれば（すなわち呼出音を出力してから呼出待時間が経過するまでの間に通話釦３８
ａが操作されなければ）、処理を終了し、ドアホン子器２との間で内線通話を行わない。
【００３２】
　以上説明したように本システムでは、ネットワーク回線ＮＴを介してサーバ装置５に接
続された内線通話装置１ａ，１ｂのドアホン子器２または親機３の少なくとも何れか一方
で所定の操作（ドアホン子器２の呼出操作或いは親機３の親機呼出操作）が行われると、
親機３のＣＰＵ３０が、自己のアドレスと内線アドレス記憶部３５に記憶された送話相手
のアドレスと上記所定の操作に対応したコマンド信号とを含む伝送信号をネットアダプタ
４から送信させており、この伝送信号を受信したサーバ装置５が、伝送信号に含まれる送
話相手のアドレスに対応した親機３へ、伝送信号に含まれる送信元のアドレスとコマンド
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信号とを送信すると、送話相手の親機３ではＣＰＵ３０が、受信した伝送信号に含まれる
コマンド信号に対応して送信元の親機３との間に通話回線を形成するための動作を行うの
で、別々の場所に設置された内線通話装置１ａ，１ｂの間に専用通信線を敷設しなくても
、内線通話装置１ａ，１ｂの間で通話回線を形成して通話を行うことができる。
【００３３】
　また、モード選択ＳＷ３７を用いてＣＰＵ３０の動作モードが留守モードに切り換えら
れた場合、親機３に直接接続されたドアホン子器２からの呼出信号が親機３に入力される
と、ＣＰＵ３０が、自己のアドレスと内線アドレス記憶部３５に記憶された送話相手のア
ドレスと呼出音を鳴動させるコマンド信号とを含む伝送信号をネットアダプタ４から送信
させる。そして、この伝送信号を受信したサーバ装置５が、伝送信号に含まれる送話相手
のアドレスに対応した親機３へ、伝送信号に含まれる送信元のアドレスとコマンド信号と
を送信すると、送話相手の親機３ではＣＰＵ３０が、呼出音を鳴動させるとともに、呼出
に対する応答操作が行われると、サーバ装置５および呼出元の親機３を介して呼出元のド
アホン子器２との間で通話回線を形成しているので、何れかの内線通話装置１ａ（又は１
ｂ）が設置された住戸が留守の際に、予め登録された他の住戸の内線通話装置１ｂ（又は
１ａ）で代わりに来客対応を行うことができる。
【００３４】
　また、何れかの内線通話装置１ａ，１ｂの親機３においてＣＰＵ３０が、親機呼出操作
に応じて自己のアドレスと呼出先のアドレスと親機呼出操作に対応するコマンド信号を含
む伝送信号をネットアダプタ４から送信させ、この伝送信号を受信したサーバ装置５が、
伝送信号に含まれる呼出先のアドレスに対応した親機３へ、伝送信号に含まれる送信元の
アドレスとコマンド信号とを送信すると、呼出先の親機３ではＣＰＵ３０が呼出音を鳴動
させ、その後呼出に対する応答操作が行われるとサーバ装置５を介して呼出元の親機３と
の間で通話回線を形成するので、別々の住戸Ａ，Ｂの間で電話を利用しなくても、内線通
話装置１ａ，１ｂの親機３を用いて通話を行うことができ、利便性が向上するとともに通
信費用を削減することができる。
【００３５】
　ところで本実施形態では何れかの内線通話装置１ａ，１ｂで来客呼出転送操作や親機呼
出操作が行われると、親機３から自己のアドレスと相手先の親機３のアドレスと操作に対
応するコマンド信号とを含む伝送信号をサーバ装置５に送信しているが、サーバ装置５の
メモリ５２に、来客呼出転送時における転送元の親機３のアドレスと転送先の親機３のア
ドレスとの対応関係を示すデータや、親機呼出時における呼出元の親機３のアドレスと呼
出先の親機３のアドレスとの対応関係を示すデータを記憶させておけば、来客呼出転送操
作や親機呼出操作が行われた内線通話装置１ａ，１ｂの親機３からは、自己のアドレスと
操作に対応するコマンド信号のみをサーバ装置５に送信するだけで良く、サーバ装置５が
、メモリ５２に記憶されたデータをもとに、送信元の親機３のアドレスに対応した親機３
へコマンド信号を送信するとともに、親機３，３間でサーバ装置５が通話に関わる信号（
通話信号や映像信号）を中継することで、転送元のドアホン子器２と転送先の親機３の間
、或いは、呼出元の親機３と呼出先の親機３の間で通話を行うことができる。
【００３６】
　また来客呼出転送操作や親機呼出操作が行われた内線通話装置１ａ，１ｂの親機３から
、操作に対応するコマンド信号と転送先或いは呼出先の親機３のアドレスのみをサーバ装
置５に送信させるようにしても良く、サーバ装置５が、送信先の親機３へコマンド信号を
送信するとともに、送信先の親機３から応答があると、メモリ５２に記憶されたデータを
もとに、転送先或いは呼出先の親機３と、転送元或いは呼出元の親機３との間の通話に関
わる信号（通話信号や映像信号）を中継することで、転送元のドアホン子器２と転送先の
親機３の間、或いは、呼出元の親機３と呼出先の親機３の間で通話を行うことができる。
【００３７】
　なお、上述の実施形態ではネットワーク通信の機能を有するネットアダプタ４を親機３
と別体に形成しているが、ネットアダプタ４の機能を親機３に内蔵させても良い。
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【００３８】
　また、本発明の精神と範囲に反することなしに、広範に異なる実施形態を構成すること
ができることは明白なので、この発明は、特定の実施形態に制約されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】（ａ）～（ｃ）は本実施形態のインターホンシステムの各部のブロック図である
。
【図２】同上のインターホンシステムの概略構成図である。
【図３】同上の動作を説明するフロー図である。
【図４】同上の他の動作を説明するフロー図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１ａ，１ｂ　内線通話装置
　２　ドアホン子器
　３　親機
　４　ネットアダプタ（ネットワーク通信手段）
　５　サーバ装置
　３０　ＣＰＵ（制御手段）
　３５　内線アドレス記憶部（記憶手段）
　５１　制御部（通信制御手段）
　Ｌ１　通信回線
　ＮＴ　ネットワーク回線

【図１】 【図２】
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